
目

次

告

示

○
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

図
書
類
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
青
少
年
・

男
女
共
同

参

画

課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
qqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
障
害
児
通
所

支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
水
防
警
報
を
行
う
河
川
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
河
川
砂
防
課
）
…
二

○
水
防
警
報
を
行
う
河
川
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

告

○
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
施
行
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
六

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

選
挙
管
理
委
員
会

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
の
で
き
る
施
設
の
指
定
の
一
部
改

正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
六

収
用
委
員
会

○
公
示
に
よ
る
通
知
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
七

正

誤

○
令
和
二
年
三
月
三
十
日
号
外
第
三
十
五
号
目
次
及
び
令
和
二
年
四
月

二
十
四
日
定
例
付
録
目
録
中
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
七

○
令
和
二
年
五
月
二
十
九
日
定
例
公
告
中
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
林
水
産

政

策

課
）
…
八

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号
）
第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者
（
製

作
者
）
名

該
当
条
項

一三一九三
書
籍

Ｙ
ｏ
ｕ
ｎ
ｇ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
Ｃ
ｏ
ｍ
ｉ
ｃ

ａ
ｙ
ａ
二
〇
二
〇
年
六
月
号

雑
誌
一
八
八
一
五
―
〇
六

株
式
会
社
宙
出

版

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号

一三一九四

裏
マ
ニ
ア
ッ
ク
ス
―
極
太
裏
事
典
―

Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
Ｒ

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
九
七
八
―
四
―
八
六
六
七
三

―
一
七
七
―
三

株
式
会
社
三
才

ブ
ッ
ク
ス

第
十
二
条
第
一

項
第
二
号

一三一九五

あ
り
え
な
い
芸
能
界

お
宝
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
大
放
出
！

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
九
七
八
―
四
―
八
六
六
三
二

―
六
五
一
―
一

株
式
会
社
ブ
レ

イ
ン
ハ
ウ
ス

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号

一三一九六

デ
ィ
ア
プ
ラ
ス
二
〇
二
〇
年
六
月
号

雑
誌
一
六
五
六
七
―
〇
六

株
式
会
社
新
書

館

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

青
森
県
報
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第
百
六
十
六
号

令
和
二
年六

月
五
日

（
金
曜
日
）



百
二
十
三
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院

医
療
）
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ふ
く

ろ
う

八
戸
市
吹
上
一
丁
目
八
の
三
一

東
誠
会
館
一
階

平
成
二九･
七･一八

変
更
後

八
戸
市
江
陽
一
丁
目
三
の
一
六

変
更
前

サ
ン
調
剤
薬
局
安
原
店

弘
前
市
大
字
安
原
二
丁
目
一
の
三

六

令
和二･
四･二〇

変
更
後

弘
前
市
大
字
安
原
二
丁
目
一
の
三

五

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
か
ら
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

合
同
会
社
ミ

ラ
イ
エ

十
和
田
市
東
十
五

番
町
一
〇
の
一
七

の
一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

ぴ
あ
ん
ぴ

あ
ー
の

十
和
田
市
東
十
五

番
町
一
〇
の
一
七

の
一

令
和二･
六･三〇

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
防
警
報

を
行
う
河
川
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

赤
川
水
系

名

称

区

間

上

流

端

下

流

端

赤
川

左
岸

青
森
市
大
字
駒
込
字
蛍
沢

地
先
の
螢
沢
橋
下
流
端

右
岸

青
森
市
赤
坂
一
丁
目
地
先

の
螢
沢
橋
下
流
端

海
に
至
る
場
所

高
瀬
川
水
系

名

称

区

間

上

流

端

下

流

端

古
間
木
川

氷
沢
川
合
流
点

三
沢
市
大
字
三
沢
字
猫
又
一
二
二

地
先
の
（
主
要
地
方
道
）
三
沢
十

和
田
線
交
差
部
上
流
端

青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七

年
六
月
十
七
日
青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号
（
水
防
警
報
を
行
う
河
川
の
指
定
）
を
も
っ
て
公
示

し
た
水
防
警
報
を
行
う
河
川
の
区
間
を
変
更
し
た
の
で
、
同
告
示
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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令
和
二
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

今
別
川
水
系

名

称

変
更
前

後
の
別

区

間

上

流

端

下

流

端

今
別
川

変
更
前

関
口
川
の
合
流
点

海
に
至
る
場
所

変
更
後

左
岸

東
津
軽
郡
今
別
町
大

字
大
川
平
字
清
川
一

八
八
の
三
地
先
の
Ｊ

Ｒ
津
軽
線
橋
梁
下
流

端

右
岸

東
津
軽
郡
今
別
町
大

字
大
川
平
字
熊
沢
一

六
〇
の
四
地
先
の
Ｊ

Ｒ
津
軽
線
橋
梁
下
流

端

海
に
至
る
場
所

沖
館
川
水
系

名

称

変
更
前

後
の
別

区

間

上

流

端

下

流

端

沖
館
川

変
更
前

西
滝
川
の
合
流
点

海
に
至
る
場
所

変
更
後

青
森
市
大
字
三
内
字
沢
部
地

先
の
三
内
橋
下
流
端

海
に
至
る
場
所

堤
川
水
系

名

称

変
更
前

後
の
別

区

間

上

流

端

下

流

端

堤
川

変
更
前

横
内
川
の
合
流
点

海
に
至
る
場
所

変
更
後

左
岸

青
森
市
大
字
高
田
字

川
瀬
一
九
〇
地
先
の

金
高
橋
上
流
端

右
岸

青
森
市
大
字
金
浜
字

船
岡
三
四
〇
地
先
の

金
高
橋
上
流
端

海
に
至
る
場
所

駒
込
川

変
更
前

左
岸

青
森
市
大
字
筒
井
字

桜
川
一
六
番
地
一
地

先
の
駒
込
川
橋
下
流

端

右
岸

青
森
市
大
字
駒
込
字

桐
ノ
沢
三
番
地
一
一

四
地
先
の
駒
込
川
橋

下
流
端

堤
川
へ
の
合
流
点

変
更
後

左
岸

青
森
市
大
字
筒
井
字

桜
川
二
二
地
先
の
駒

込
川
橋
下
流
端

右
岸

青
森
市
大
字
駒
込
字

桐
ノ
沢
三
地
先
の
駒

込
川
橋
下
流
端

堤
川
へ
の
合
流
点

公

告

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
施
行

令
和
二
年
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
四
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所
（
筆
記
試
験
、
実
地
試
験
共
に
）

１

期
日

令
和
二
年
九
月
二
日
（
水
）
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２

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

二

受
験
願
書
受
付
期
間

令
和
二
年
七
月
十
四
日
（
火
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
月
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除

く
）
。
受
付
時
間
は
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場

合
は
、
書
類
が
完
備
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す

る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
、
令
和
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
、
県
内
の
各
県
型
保
健
所
及
び
青
森
県
健
康

福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ
で
交
付
す
る
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
医
療
薬
務
課
薬
務
指
導
グ
ル
ー
プ
（
電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
八
九
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
ア
サ
ヒ
青
森
中
央
店

青
森
市
東
大
野
二
丁
目
一
一
の
三

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
横
浜
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

弘
前
市
大
字
末
広
二
丁
目
二
の
一
〇

代
表
取
締
役

荒
川

孝
男

変
更
な
し

―

株
式
会
社
も
ち
吉

福
岡
県
直
方
市
大
字
下
境
二
四
〇
〇

代
表
取
締
役

森
田

長
吉

令
和二･
五･二〇

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
横
浜
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

弘
前
市
大
字
末
広
二
丁
目
二
の
一
〇

代
表
取
締
役

荒
川

孝
男

変
更
な
し

―

株
式
会
社
も
ち
吉

福
岡
県
直
方
市
大
字
下
境
二
四
〇
〇

代
表
取
締
役

森
田

長
吉

令
和二･
五･二〇

四

届
出
年
月
日

令
和
二
年
五
月
二
十
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

令
和
二
年
六
月
五
日
か
ら
同
年
十
月
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
二
年
十
月
五
日

２

提
出
先

（ ）4青 森 県 報 第166号令和２年６月５日 金曜日



青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
ア
サ
ヒ
青
森
中
央
店

青
森
市
東
大
野
二
丁
目
一
一
の
三

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
横
浜
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

弘
前
市
大
字
末
広
二
丁
目
二
の
一
〇

代
表
取
締
役

荒
川

孝
男

２

株
式
会
社
も
ち
吉

福
岡
県
直
方
市
大
字
下
境
二
四
〇
〇

代
表
取
締
役

森
田

長
吉

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模
小
売
店
舗
内

の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
五
二
五
平
方
メ
ー
ト

ル

一
、
二
九
七
平
方
メ
ー
ト

ル

令
和三･
一･二一

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
配

置
に
関

す
る
事

項

駐
車
場
の

位
置
及
び

収
容
台
数

一
二
三
台

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

八
九
台

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

駐
輪
場
の

位
置
及
び

収
容
台
数

四
七
台

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

五
二
台

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

荷
さ
ば
き

施
設
の
位

置
及
び
面

積

五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

七
二
平
方
メ
ー
ト
ル

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

廃
棄
物
等

の
保
管
施

設
の
位
置

及
び
容
量

五
立
方
メ
ー
ト
ル

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

一
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模
小

売
店
舗
に

お
い
て
小

売
業
を
行

う
者
の
開

店
時
刻
及

び
閉
店
時

刻

株
式
会
社
横
浜
フ
ァ
ー
マ

シ
ー
開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

株
式
会
社
横
浜
フ
ァ
ー
マ

シ
ー
開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

株
式
会
社
も
ち
吉

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
六
時
三

十
分

荷
さ
ば
き

施
設
に
お

い
て
荷
さ

ば
き
を
行

う
こ
と
が

で
き
る
時

間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
ア
サ

ヒ
棟
午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
も
ち
吉
棟

午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時

ま
で

四

届
出
年
月
日

令
和
二
年
五
月
二
十
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

令
和
二
年
六
月
五
日
か
ら
同
年
十
月
五
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。
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六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
二
年
十
月
五
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

八
戸
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

市
町
村
名

大

字

名

小

字

名

八

戸

市

十
日
市

上
谷
地
、
下
谷
地
、
登
手
、
弥
次
郎
窪

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

む
つ
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

市
町
村
名

大

字

名

小

字

名

む

つ

市

田
名
部

矢
立
山
の
一
部
、
頭
梨
子
の
一
部

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

平
成
八
年
十
月
四
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る

こ
と
の
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」
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五
所
川
原
市
農
村
婦
人
の
家

〃

大
字
小
曲
字
豊
里
一
七
六

小
曲
集
会
所

〃

大
字
小
曲
字
豊
里
一
七
六

五
所
川
原
市
民
体
育
館

〃

字
栄
町
二
〇
の
一

五
所
川
原
市
森
の
家

〃

若
葉
一
丁
目
一
〇
の
四
〇
の
一

五
所
川
原
市
民
体
育
館

〃

字
栄
町
二
〇
の
一



「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

収

用

委

員

会

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
第

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
に

よ
る
通
知
を
行
う
。

令
和
二
年
六
月
五
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
開
始
に
つ
い
て
（
通
知
）

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
九
日
を
経
過
し
た
時
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
ま
す
。

別
表

氏
名

住
所

持
分
63分
の
１
（
亡
）
岩
田
傅
治
郎

法
定
相
続
人
岩
田
靖
宏

住
所
不
明
た
だ
し
、
住
民
票
上
の
住
所

千
葉
県
千
葉
市
緑
区
お
ゆ
み
野
5丁
目
3番
地
11

ダ
イ
ワ
プ
ラ
ザ
お
ゆ
み
野
105号

正

誤
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松
島
会
館

〃

松
島
町
二
丁
目
八
九

み
な
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃

大
字
湊
字
千
鳥
九
〇

松
島
会
館

〃

松
島
町
二
丁
目
八
九

喜
良
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃

喜
良
市
千
苅
一
九
六
の
三

十
三
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃

十
三
深
津
一
八
七
の
一

喜
良
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃

金
木
町
喜
良
市
千
苅
一
九
六
の

三

南
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃

中
央
四
丁
目
一
三
〇

南
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

〃

中
央
四
丁
目
一
三
〇

金
木
東
部
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

〃

金
木
町
芦
野
三
一
八

も
や
会
館

〃

磯
松
山
の
井
一
一
五
の
一
三
八

総

務

学

事

課

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円

令
和
二･
三･三〇

号
外
第
三
五
号

目

次

一

上

三

青
森
県
下
水
道
事
業
の
業
務
に
係
る
賠
償
責
任
を

有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則

下
水
道
事
業
の
業
務
に
係
る
賠
償
責
任
を
有
す
る

補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則

令
和
二･
四･二四

第
一
四
九
号
付
録

目

録

三

上

表
中

青
森
県
下
水
道
事
業
賠
償
責
任
を
有
す
る
補

助
職
員
を
指
定
す
る
規
則

下
水
道
事
業
の
業
務
に
係
る
賠
償
責
任
を
有

す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則

農
林
水
産
政
策
課

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

令
和
二･
五･二九

定
例
第
一
六
三
号

公

告

四

下

一

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
資
格
等
に
関
す
る
要

領
（
平
成
十
一
年
六
月
三
十
日
施
行
）
第
五
で
規

定
す
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿

競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿

四

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期

限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に

入
札
日
に
お
い
て


